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電電公社民有化会計の経済的帰結 (2・完)

設備負担金の処理を中心に

醍醐 聴

V 設備負担金二資本(準備〕金化の経済的帰結(1)

政府に帰属する新会社株式売却収入の多寡への影響一一

前節での考察をつうじて，旧日本市信電話公社以下旧公社という の設備

負担金を構成したいずれの項目(設備費負担金，線路設備費，設備う料〕も旧公

社からみると，さもなければ料金原価に算入されて，以後新旧加入者の共同負

担に沿ったはずの新規の架設工事原価の一部を，当の工事を要した新規加入者

に加入申込時に一括して負担させた対価の前受，前受収益に相当するものであ

ったことが明らかにな η たと思う。とすれば，設備負担金のこのような性格を

無理解のまま，それを民有化に至るまで一貫して資本剰余金として処理し続け，

民有化に際しても利益説を採る商法，企業会計原則の適用あるいは圧縮記慌を

容認した電気通信事業会計規則の適用をきわどいタイミングで回避 Lて 資本

〔準備)金化した旧公社ならび、に日本電信電話株式会社 以下新会社というー

の会計政策は諸利害関係者の経済的厚生にどのような影響を及ぼす(及ぼし

た〕ことになるであろうか。

まず，設備負担金が資本軍余金として整理され，それを含んだ旧公社の簿価

純資産に相当する現物出資額 (NAy ただし，退職給与引当金に振替えられた

利益剰余金を控除した後の金額〕の全額が新会社の側で資本金に組み入れられ

た場合と，設備負担金が民有化にあたって，電気通信事業会計規則第 8条の

定めに従って対応する資産の圧縮記帳に充℃られ，設備負担金残高 (CCy) を

減額後の旧公社の簿価純資産に相当する現物山資額 (NAy'ニ NAy一CCy た
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だし，退職給与引当金に振替えられた利益剰余金については上と同じく控除〉

の全額が新会社側において資本金に組み入れられた場合とを比較すると，前者

のように設備負担金を資本金化することの直接の効果は，後者の場合に比べて

当の設備負担金相当分だけ現物出資額が増加するのに応じて，その対価として

旧公社の出資者たる政府に交付される新会社株式数が増加するという点にあ

る。

すなわち，後者の場合に政府に交付される新会社株式数 (Nピ〉は
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PX 新会社株式の額面金額(5万円〕

となるのにたいし，前者の場合に政府に交付される新会社株式数 (Nx:)は

NAv 
Nxニ子工=66，521，520

となり，その数は約4.3倍に膨れ上がる計算になる。

じたがって，仮に政府が日本電信電話株式会社法第4条第 2項の定めに従っ

て売却可能隈度数いっぱい(発行済株式総数の 3分の 2， すなわち 44，347，680

株)の新会社株式を 般に公開するとした場合，公開価格が旧公社の自己資本

簿価/44，347，680( = 117，565円〉を超えさえすれば， (また， 退職給与引当金に

振替えられた利益剰余金を控除していうと，約 79，626円を超えさえすれば〉政

府は旧公社の出資者たる法的地位にもとづいて， (とはいえ，それは何度も指

摘するように，総資産のわずか0.2%，自己資本の 0.4%にも満たない僅少の出

資額を根拠にしたものではあるが) 2兆5000億円にものぼる設備負担金を含め

た旧公社の自己資本全額を回収することができたわけである。むろん， ιうし

て株式数が増えれば，当然の ζ とながら，新会社の 1株当たり業績指標(1株

当たり純利益等〉はそれに反比例して低下するから，新会社の株式市価がこれ

ら1株当たり会計データに即座に正確に反応するとすれば，政府保有の新会社

株式の市価総額，つまり，政府が新会社株式の売却をつうじて獲得しうる代価

総額は，設備負担金の会計処理いかんで大雪く変化する旧公社から新会社への
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現物出資額の多寡，そしてそれに裏付けされて変動する政府への交付新会社株

式数の多寡に左右されることはない。

節目9巷22 (.116) 

しかし，現実の株価はもともとこのような過去の会計データのみに単純に直

線的に反応して変動するわけではなL、。また，一般に莱績見通しに不確実性が

大きい新規公開(上場)企業の公開価格の予測に際しては， 既存。

あるいは類

しばしf:C

市場平均データ〈市場平均株価収益率宇市場平均株価純資産倍率)

似会社のデータが係数として用いられている。げんに，ここでの新会社株式の

入札価格の予測にあたっても多〈の機関投資家は類似会社比準価額方式(新規

上場企業の公開価格丸岡じ業種に属する規模や収主主力の類似した企業のいく

っかの財務データとの比をもとに割り出す方式)を用いたといわれている町。

そこでいま，新会社株式の実際の売り出し価格 119万円とちょうど 致する公

開妥当値を生み出した東京電力比準方式で加，

(1) 

x:評価会社〔新会社〕

MPk 類似会社株価

A: 1株当たり配当

C: 1株当たり純資産

とL、う計算式叩にもとづいて新会社株式の公開妥当値を求めるとすると，設備

負担金全額が現物出資額に含められ，新会社の側で資本金化された場合のそれ
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k 類似会社〈東京電力)

MVk:評何会社株式の公開妥当値

B: 1株当たり利益

(MVx)は

27) r日本経済新聞J1986年10月 l目。

28) むろん，当の「日本経済新聞」記事でも紹介されているように，この年(1986年〉に入勺て，

新会社 (NTT)の株式公聞を逆に材料iこして 2.7倍も急仲した東京電力株と比準するりが果たし

て妥当かどうか，また，情報通信産業への進出を計画しているにすぎない段階の東京電力が果た

して新会社 (Nγりの類叫会社にあたるりかなど，この方式の仮定自体に期間があることは否め

ないカ九 ζこでは，結果とし亡東京電力を類似会社とした類似会社比準価額方式にもとづく新会

社株式の公開妥当値が実際の公開価格と 致した点に着目して，民有化の際の設情負担金の会計

処理のいかんで政府に主付される新会社株式数と新会社株式の公開価格がどう変化するか， した

がってまた，政府に帰属する新会社株式売却収入がどれほど変化するかを， ζの方式を用いて試

算してみ上うというわ切であるν
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1 I 5 . 2.1 52.1 ¥ 
MVX416XIK十百十 87.4ー =49.2(万円) ( 2) 

となり，圧縮記帳をした場合の佃， すなわち，

1 15 14.6. 64.7 ¥ 
MVx'=81れ -j¥5 +百十訂正j二日7.4(万円) ( 3) 

に比べて，かなり落ち込みはするが， その割合は交付株式数の増加割合くNx/

Nx') とl七べると， はるかに低位にとどまることになる。その結果， この類似

会社比準価額方式のもとでは，設備負担金の圧縮記帳処理を想定した場合り政

府保有の新会社株式の公開値試算総額 (MVx'xNxうは，約13兆5164億円とな

るのにたいし， 設備負担金全額が資本金化されると想定した場合のそれし

(MVx xNx)は約32，包7286億円となり，約2.4倍の開きが生じることになる。

しかしな古2ら， げんに推移した事態は以上の仮定とは著Lく違って，前稿E

節で示したように旧公社からの現物出資額約3兆3260億円のうち新会社の資本

金に組み入れられたのは78C四億円にすぎず，残りの約 2兆5460億円は株式払込

剰余金(資本準備金〕 ときれたn その結果，政府に交付された新会社株式数

(Nx") は15.600，000株にとどまった。これは設備負担金を資本剰余金と処理し

て現物出資額に含めた場合の交付株式数の上限 (Nx) の1/4弱にすぎず，設備

負担金を圧縮記帳処理した場合の交付株式数 (Nxつにほぼ等しい。反面，こ

うした現実の条件を東京電力を類似会社とした先の類似会社比準価額方式の計

算式にあてはめて新会社株式の公開妥当値 (MVx'つを求めると，

1 I 5 . 9.01 . 205.9 ¥ 
MV"=81.6 x;. \-~+百 +174j=121〈万円) ( 4) 

となり， げんに成立した新会社株式の公開価格とほぼ同じ高値となる。これに

より政府は市価総額で約18兆8760億円の株式を保有することとなり， そのうち

の3分の 21'::売却するだけでも旧公社における簿価持分(自己資本簿価) を回

収してさらに 7兆37ω億円ピ達するキャピタノレ・ゲインを得ることができるわ

けである。

この上うにみて〈ると， 旧公社の民有化はその会計処理のあり方がどうであ
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れ，旧公社における市場性を欠いた政府持分を，その簿価をはるかに超える市

価が成立する擬制資本に転換し，当の政府持分に市場性，換金性を付与する経

済効果をもたらすものであったことはまちがし、ない。

そのうえ亡なお，民有化にあたっ亡の会計，特に設備負担金=資本(準備〉

金化の意味を問うとすれば，それは上記(3)(4)式の比較からもわかるように，

さもなければ圧縮記帳処理によって結果されたはずの 1株当たり純資産の激減

を避け，この 1株当たり会計データのうえで類似会社に格差をつ吋て新会社株

式の公開妥当値を高め呈役割を果たしたということであろうの

VI 設備負担金二資本(準備)金化の経済的帰結 (2)

新会社の料金形成への影響

民有化後の電気通信事業がどのような?料金決定方式を採用するかは，現段階

では明らかではないが，少なくとも当分，この分野における新会社の独占的地

位に大きな変化がないかぎり，大枠としては他の公益事業に準じたレート・ベ

ース方式，すなわち，事業用資産に一定の報酬率を乗じて算出される事業報酬

額を事業費用に加算して得られる額を料金原価とみなす方式に落ち着く公算が

大きいと考えられる。

事実，それまで明らかにされていなかったわが国の電気通信ザーピスの料金

決定原則を検討するため， 1981年 11月に発足じた郵政省電気通信料金問題調査

研究会(座長 伊東光晴教授〉が1983年 6月にとりまとめた報告書「電気通信

サービスの料金の在り方に関する研究」でも， i電気通信事業における料金水

準の決定においては，能率的な経営の下における事業費用に事業報酬を加えた

総括原価方式を採用することとする。J29l Iこの場合，事業報酬の算定にあたっ

ては， 事業に投下された資産に一定の報酬率を乗じて事業報酬額を定める

レート・ベ一見方式を採用することとする。J30lとの見解が示されている。

29) 30) 電気通信料金問題調査研究会「電気通信サービスの料金の在り方に関する研究J1983年，
9ベージ。
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そして， I木報告書では，現行の電気通信事業における経営形態〔つまり，公

社形態1を前提として料金決定の在り方を論じているが，経営形態のし、かんを

問わず，電気通信サーピスが独占的に供給される限り， ζ こでの論旨は基本的

には適用しうるものと考えるJ30 との指摘は，民有化後の電気通信事業にもレ

ート へース方式を適用しうると L、う見通しを当調査研究会がもっていること

を物語っている U

そうであわば，新会社が，今後受け入わる工事負担金は電気通信事業会計規

則第8条に従って圧縮記帳するものの，民有化の時点での旧公社の設備負担金

残高約 2 兆5000億円については，同規則の適用を未然I~ 回避して資本(準備)

金化したことは二重の意味で民有化後の電気通信サーピス料金を不当に押し上

げる可能性をはらんでいるといわなくてはならない。

ひとつは，別途特別な考慮が払われないかぎり，旧設備負担金相当の有形固

定資産原価も，それ以外の原価部分と同様に要回収原価とみなされ，その減価

償却費がそれ以外の償却性資産の減価償却費部分と無差別に料金原価算定上の

事業費用に算入されるため，新規加入者からすれば，設備負担金で事前に負担

したはずの原価を再度料金をつうじて負担するという二重負担を強いられる結

果になるという点である。これにたいし，圧縮記帳法が適用されれば，設備負

担金相当分だけ要回収原価が庄縮され，それに応じて事業費用に算入される減

価償却貨も 51雪下げられるので，そうした不合理な原価の 重負担はお乙りえ

ない。また，前受収訟法が採用されたとすれば，設備負担金課金対象資産の原

価は負担金相当分だけ圧縮されることなく，総原価(旧公社における簿価〉の

まま新会社に承継されることになり，設備負担金に見合う有形固定資産原価の

減価償却費部分も損益計算上の費用要素としては他の減価償却費部分と区別な

〈計上されるととになる。しかし，とのととが，設備負担金に見合う資産原価

の減価償却額を料令原価に 4算入することを同時に意味するかといえば，決し

てそうではない。なぜなら，本来，減価償却には損益計算上の費用要素，貸借

31) 同上書， 2ベ ν。
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対照表上の評価要素，価格形成上の原価要素，さらに企業財務上の金融要素と

いった多重の要素が含まれている。そして，設備負担金を維持すべき資本の受

け入れと解する見地からすれば，設備負担金に見合う資産原価の減価償却額を

も料金原価要素とする ζ とをつうじて獲得される負担金相当の資金を費用要素

としーての減価償却の実施をつうじ亡内部留保し，負担金対象資産の取替資金

(金融要素)として用いることが当然に予定されている。したがってそこでは，

料金原価要素，費用要素，金融要素としての減価償却は一体不可分の関係にあ

るといえる。しか L. 設備負担金を，料金外での一定の工事原価の一括事前補

償「みる前受収益説の見地からすわば，保有資産の滅何の事実を損益計算に反

映させるための費用要素としての減価償却を実施するのは当然としても，設備

負担金相当の資産原価については原価(回収〕要素としての減価償却を実施す

ることはありえない。

設備負担金=資本(準備)金化がレート・ベース方式の料金に及ぼすいまひ

とつの，そしてより劇的な影響は，それがレート・ベースたる事業資産簿価を

圧縮記帳法の場合に比べて著しく膨張させることをつうじて，料金原{問要素と

しての事業報酬を著し〈押し上げる作用をするという点である。ただ，この点

につき，前記の電気通信料金問題調査研究会報告は， レート・ベ一九の 1部と

しての「固定資産の評価ほ，取得価額に基づいた帳簿価額による」叩としなが

らも，そのままでは，加入者から徴収した設備負担金相当の投資額にも料金を

つうじてさらに加入者に事業報酬を要求する形になるのをためらってか r自

己資本のう b設備負担金は設僻拡張のために蜘入者から拠出された資本ではあ

るが，その特異な怯格を考慮すると，設備負担金に対する料金算定上の C事業

報酬率として用いられる〉利益率は資本金や利益剰余金に対するそれよりも低

いものでよいであろう」叩と提言している。しかし，設備負担金はいったし、い

かなる意味で「特異な性格の拠出資本」であるのかについてはなんら論証も実

32) 向上書.11ヘ ジ。

33) 同上書. 16へジ。
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証もされていない。むしろ，もともと株主権に準じた利益分配詰求権がその拠

出者に付与されるわけではない設備負担金をも拠出資本の 種と観念して，低

率とはいえそれにも事業報酬を認めることは，加入者にたいし，自らが負担し

た投下 資 本 に つ き ， さらに他者(株主〉に帰属する報酬の負担を求めるに等し

L 、'"。

なお，報告書は，今回の電気通信サ ピスの料金決定原則の提言にあたって

は， I我が国の公益事業 や諸外国の電気通信事業における料金決定方式を踏ま

え」即たと断っているが ，わ が国 の電 気通 信事 業の 料金決定につきレート・ベ

ース方式を採用するとす れば ，ま さに 決定 的な 意味 を主つ設備負担令の取り扱

いに 関していうなら，報告書のこの自認は根本的に訂立されなくてはならない。

というのも，公益事業の料金決定原則として早くからレート・ベース方式を

34) こり点 C培者は吉田克司の抗のような見解， すなわら， r工事負担金を資本剰余金とみる見

解に，これを1自費者拠出資本とする立場があるが，拠出資本であるとするためには，拠出者に対

する資本参加権を制度上世障する措置がともなわなければならないはずである。 しかし現実にお

いてはそのような制度上のtlJIW:はないのであるから，工事負担金を拠出資本とみることはできな

いロJ(吉田寛「公討公益事業における工事負担金JW公益事業研究』第30巻第3号， 1979年 3月7

10R~1凶ヘ ジ。)l'て事負担令は，この負担令の対象となる事業用控の揖伊、より受什る利#に封

し，受益者である最終消費者が『料金』とは別に，間接的に負担ヲる r代価』である。 そこ
には資本拠出の『契約Jは存在しないし，資太拠出者としての『持分権」も認められていない。

存在すると期待されるものは，月役に大ナする『受益権』のみである。J(同上論文， 109ヘ シ〉

という児鮮に同意する。
しかし，これに続く同氏の次のような見解!すなわち 11M要者はζの負担金を価格のなかに

含めて支払うことによって，公益事業サ ビスを笠ける権利を買ったのであるから，この工事負

担金を資本的支出の悶原として維持することを要求する社会的権利Jを持っている。J(同と論文1

11lページ」そこで， r工事負担金の維持を経理土保障せしめる最も確実な方法は，公営公議事

業についてみれば，工事負担金の自己資本組入である。地方公宮企業法においては，利益剰余金

の自己資本組入制度が認められているのでこれを活用すゐことができる。J(向上論文， 111べ

ジ。〉 との見解には根ホ的に同意できない。 そのわけは， r需要者の社会的権利」の実在生は問

わないとし亡も!同氏が活用すべしという地方公官企業法施行令第25条の組入(造成)資本制度

自体を筆者は不合理なものと理解しているからである。(この点は本稿の主題とはずれるので，

詳しくは， 醍醐聴『公企業会計の研究11981年， 第5草を参照いただきたし、。〕また，この組入

。むず心資本制度を録用したとすれば1 古田氏白身も認める此のよう必矛盾l つまり，童形的封

価(収益〕として受け入れたはずの工事負担金が原則として取り崩し不可能な資本剰余金とし亡

累積する反而で，多くの公営企業が多額の欠損を計上するという矛屈は解消するどころか， I事

負担金出資本虫剤j余金以上に取り崩し困難な資本金に開結される反面で， r赤字が料金値上げにそ

のまま反映されるJ (向上論文， 106へージ)とL、う矛盾に置き換わるに Fぎない。

35) 電気通信件金問題調査研究会，前掲書， 1ベージ。
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採用してきたアメリカでは，既に193日. 4C年代にいくつかの州の公益事業規制

委員会が今日いうところの圧縮記帳法(ニューヨ}ク州〕あるいは前受収益法

(オレゴン州〉を指示しており，ウィスコンシン川|公益事業委員会は1933年の

時点で需要者工事拠出金を減価償却引当金に準じてレート・ベースから控除す

ることを指示し亡いる叩c そして，筆者の手元にあるアメリカ連邦動力委員会

編『連邦川公益事業委員会の管轄権と規制~ 1日73年版によると，拠出者への

返還を要しなくな J た工事負担金と建設助成金とを包括した「工事助成金」

(contribution in aid of construction) の会計処理につき規制権限をもっ15の

州の公益事業規制機関のうち. 5つの州機関が直接法または間接法による圧縮

記帳を指示し 1つの州機関は剰余金勘定への振替を，また 1つの州は圧縮記

帳か剰余金勘定への振替かいずれかの処理を指示している。さらに，助成対象

資産の除去P時に減価償却引当金勘定へ振替えるよう指示した州がし設備の耐

周年数にわたって漸次設備勘定と相殺するものとした州が 2となっていて，工

事助成金を減価償却費の事前の補償と捉える見方が多いことを示唆しているm 。

そして，おそらくはこうした会計上での工事助成金の性格理解を反映して，レ

ート・ベースを決定する権限をもっ45の州規制機関のうち，少なくとも 13の川|

機関は工事負担金または工事助成金をレート・ベースから除外するよう命じて

L 、る凶〉。

こうした取り扱いは連邦規制機関においても同様てある。例えば，連邦通信

委員会も工事助成金士設備勘定に直援貸記する圧縮記帳法〈直接法〕を指示し

3の よれらについては，醍醐l 前掲喬， 133ページを参照いただきたい。
37) U. S. Federal Power Commission， Federalαld State Commission Jurisdiction aηd 

Regulation of Electric， Gas， and Telephone Utilitu:s， 1973， pp. 61-62a 
38) U. S. Federal Power Commission. op. cit.， pp. 26-29 

これ以外の州も含め，一般にアメリカでは. r需要者[工事]前払金. l工事〕助成金，うを掴
回定資産は料金決定にあたっては同じ取り扱いがなされている。つまり，規制委員会はレート
ベ ス算定の際1 これら[を財源と Lて取得された〕固定資産を除外するJ(J ames E. Suelfiow.' 

Public Utility Accouηting: Theory and Atplicαtωn， 1973唱 pp. 183~184.) のが通閣であヲ

た。なお， Rob ert L Hahneヲ GregoryE. Ali庇.and De!oitte Haskins & Sells， Acc叫財閥gfor 
Public U;れlities，1984， p. 4-30をも参照u
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ており 39〉，連邦動力委員会も 1973年 8月22日の行政命令第 490号で返還不要と

仕った需要者工事前払金残高を，従来のように工事助成金を経由することなく，

連邦通信委員会の場合と同様ヨ置接設備勘定の圧縮に充てるよう指示している。

連邦動力委員会がこのような結論に達したわけは，工事助成金を他勘定へ振替

不可の貸方項目として繰延べ続けると，わが国の旧公社の例がまさにそうであ

ったように，この科目が累増の一途をたどり，当該公益企業の業績に関する利

害関係者の判断を惑わしかねないことを考慮したことにもよるが，それにもま

して， I株主の拠出によるものでない〔負担金相当の]投資額を〔原価要素と

してのコ減価償却をつうじて需要者の負担で回収するのは公平とは思われ

なJ4011..r、と判断したからであった。

このような判断は，工事負担金に見合う有形周定資産の減価償却費世料令原

価要素としての事業費用から除外する論拠となったばかりでなく，多くの州の

公益事業規制機関により，工事負担金に見合う有形固定資産原価をレート・ベ

ースから除外する論拠ともされてきた。例えば，ニューヨーク州公益事業委員

会は1969年 1月 1日に電気事業会社 (A，B種)の統 勘定体系を改訂し，そ

のなかで返還不要となった需要者工事前払金 (Customers advances for con-

struction)残高を電気設備勘定に貸記するよう定めたが， Iそれ以前にも，需

要者の拠出額による固定資産への投資につき需要者が報酬を支払ったりするこ

とがないよう，需要者拠出金で購入された固定資産を区分〔経理〉することが

命じられていた。J41lì た，近年の『公益事業隔週誌~ (Public Utilities Fort-

町民tly) で紹介された需要者拠出金をめぐる最近の係争事件を手掛かりにし

て，他の州規制機関のこの問題に関する見解を摘記すると以下のとおりである。

事業報酬を安求しうる「勘定のカテゴリーとは明らかに投資者供給資金で

あった。当委員会の見解によれば， 会社は無コストで， 需要者が捉供した

39) U. 5. Federal Power Cornmission， op. cit.. p. 61. 
40) U. S. Fcdcrol Power Comm】ssion，Miscellaneous Amendment~ (Oocket No. R-430. Order 

No. 490， August 22， 1973) [U. 5.) Federal Register， Vol. 38， NO. 167. 1973， p. 232ヨl
41) Suel自OW，op. cit.， p. 186 
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〔資金で取得した資産原価をもレート・ベースに含め，その〕レート・ベー

ス項目にたいし報酬を支払うよう需要者に要求するのは不公正である。J(ア

リゾナ州委員会。 8 PUR 4th 547)山

「かかる額〈需要者手付金醍醐〕を〔レート・ベースから〕控除しない

ということは，需要者が自ら会社に供給した資金にたいして報酬をあてがわ

ねばならないということを意味する。J(マサチュセッツ州公益事業局。 11

PUR 4th 270)何〉

サウ λ ・セン「ヲノレ・ベノレ電話「会社側証人は，資金四源泉(つまり，需

要者の拠山金であるという点ー醍醐〉はレート・ベースの要囚においてでは

なし報酬率の要因において考慮すべきであると反論する証言を行った。

〔しかし〉委員会は，投資者以外の者が供給した資金で調達された投資

部分にたいしては会社は報酬を収受すべきでないというのが我々の見地であ

ると述べたoJ(テネシー州委員会。 22PUR 4th 281)'" 

「との問題に係る記録を検討したうえでのオハイオ〔川公益事業〕委員会

の見解は，需要者工事前払金分だけレー l・ベースを減じることは適切であ

る ーというものであった。この点に関するオハイォ川の法規は，レート・

ベースは公益事業会社が固定資産原価の全部文は 1部を支弁すべく受け入れ

た額だけ減額されねばならないと定めている。当委員会によれば，需要者

〔工事〕前払金は明らかにこの〔固定資産源資の〕カテゴローに入るもので

ある。当該法規は，公益事業への投資者は自らが供給したわけではない資金

を源資とする固定資産にたいし報酬を稼得する権利を授けられてはいないと

いう一般に受け入れられた原則を成文化したにすぎない。J(オハイオ州委員

会。 24PUR 4th 261)船

42) “Recent Cases On Customer Contrlbutions，" Public Utilities Fortnightly， Vol. 99. No. 10， 
May 12， 1977. p. 48 

43) lbid.. p. 49. 
44) “Recent Cases On Customer Contribl1tions，" Public Utilities Fortnightly. VoL 103， No. 

4， February 1札 1979，p. 45. 

45) Ibid.， p. 46. 
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次に，わが国で， レート・ベース方式の料金決定原則を採用している公益事

業のうちで，工事負担金の取り扱いを明示した例としては195日年3月31日付の

通産省公益事業局長通達「供給規程料金算定要領」があるが，そこでも工事負

担金相当額は事業報酬の算定基礎となる真実かっ有効な事業資産への投資額か

らの除外項目の 1つに掲げられている船。

このようにみてくると，他の財源で賄われた投資額にたいする場合よりも低

率とするにせよ，加入者が拠出した設備負担金についても事業報酬を認めた上

記報告書の見解は， I我が国の公益事業や諸外国の電気通信事業における料金

決定方式を踏まえ」たものであるとは到底いえず，むしろ，日・米，特にアメ

リカでの公益事業料金規制の大勢に逆行するものであるといわなくてはならな

い。電気通信料金問題調査研究会がアメリカの公益事業料金親制の場での需要

者工事前払金の取り扱いについて多少とも調査・研究 L，設備負担金の会計上

の性格について，利用者拠出資本説に無批判的に追随することなく独自に論理

的考察と沿革的検証を手掛けたならば，もともと株主権に準じる利益分配請求

権が付帯するわけではない設備負担金相当の投下資本についてまで，当の負担

金を拠出したわけではない株主に帰属する事業報酬を，当の負担金を拠出した

加入者の負担する料金をつうじて確保するよう求めるという不公正な結論には

至らなかったはずである。

VII 経済的帰結の予見をふまえた政策的提言

υ、上， V. VI節で考察した設備負担金=資本(準備〕金化の経済的帰結の予

見をふまえると，筆者には不公正としか言いようがないそうした帰結が現実化

1るのを阻止あるいは極力抑制するために，今後の新会社の財務・料金政策に

次のような規制を加えることが必要であると思われる。

ひとつは，旧設備負担金の大半を受け継ぐ形になっている新会社の資本準備

46) ここでは， 西川義朗『公益企業の料金と財務J1980年の付録「資料4Jとして収録されてい
る全文乞参照。
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金の今後の使途に関する規制である。旧公社の民有化の時点では，旧設備負担

金残高 2兆 5558億円のうちの少な〈とも l兆 7916億円は新会社において資本

金には組み入れされなかったから，設備負担金の ζ の部分は政府に交付される

新会社株式の増加要因となってはいない。 したがって，このかぎりでは，正し

くは前受収益としての性格をもち，田公社からの現物出資額(旧公社の純資

産〕からは除外されてしかるべきであった設備負担金が，それを資本剰余金項

目とみなしてきた|同公社時代の誤った会計方針にそって現物出資額に含められ

てしまった分だけ政府が過剰の新会社株式の交付にあずかり，その株式売却を

つうじて政府が過剰の税外歳入を収受するという可能性までは，あえて汲み尽

くされなかッたといえる。

けれども，旧設備負担金を引き継く形で新たに新会社の貸借対照表に計上さ

れた資本準備金が将来，商法第 293条 3の規定を運用 Lて取締役会の決議で無

償交付の源資とされ，資本令に組み入れされる可能性はなお残されている。そ

して， もし，この可能性が現実のものになるとすれば，無償交付ーによる株式数

の増加によっても新会社株式の現在の超高値が大き〈崩れるとは思われないか

ら，かつて加入者が拠出した設備負担金を資本剰余金として処理した旧公社時

代の会計方針，そしてそれを事実上完結させた民有化の際の設備負担金=資本

(準備〕金化は，ここに至って当該無償交付に充てられる分だけ今度は新会社

株主に莫大なキャピタル・ゲインを帰属せしめる役割を果たす結果となるであ

ろう。そのうえ，対額回資本金比率で株主にたいする配当責任が評価されるわ

が国の財務慣行のもとでは，かかる無償交付は，それによって新会社の資本金

が増加する分だけ，その後の株主に増配をもたらすことにもなるであろう。こ

うした帰結は，たとえ尚法上はなんの疑義もないとしても，尚法適用以前の!日

公社時代ならびに民有化の際の設備負担金に係る既述のような誤った処理に起

因する加入者への過重な減価償却費負担，事業報酬負担と表裏の関係で生起す

るものであることは否めなL、。そうであれば，旧設備負担企を引き継いだ新会

社の資本準備金を無償交付の形で株主に帰属せしめるのではなく，なんらかの
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形でそれを加入者に還元する措置がとられてしかるべきであろう。

そこで，仮に，現行商法の枠内で実行可能な具体的措置を検討するとするな

ら，商法第293条 3の規定を運用した無償交付を伴う資本準備金の資本組み入

れは実施しないものとし，欠損填補目的にのみ当該資本準備金の取り崩しを許

容することによって，単年度欠損を根拠にした料金引き上げを食い止める政策

を提言することができるであろう G しかし，超優良企業の新会社が近い将来に

欠損企業に転落する己とはありそうにないから， ιのような筋書きどおりに資

本準備金が料金引き上げの緩衝帯として作用する見込みはほとんどない。

むしろ，旧設備負担金の効用をその拠出者たる加入者に，より確実かっ直接

に還元させる方法としては，新会社の今後の料金形成の場で次のような 2つの

措置を講じるととの方が有効であると思われる。ひとつは，旧設備負担金に対

応する償却性資産の減価償却額を料金原価構成要素としての事業費用から除外

するという措置である。その根拠は本稿VI節で既に論じたつもりなので再論し

ない。いまひとつは，近い将来に新会社がレート・ベ 旦方式の料金決定原則

を採用するとした場合に，旧設備負担金相当分だけレート・ベ-7-を引き下げ

ることによって，加入者に犬山、 L 自らが負担した投下資本につき，さらに他

者〔株主〕に帰属する事業報酬の負担をも求めるといった不公正な所得(負担)

配分の実現を排除するということである。

民有化の時点で旧設備負担金が前受収益処理も圧縮記帳処理もされず，資本

(準備〉金化されてしまった現時点で，このような措置を求めることは，設備

負担金をめぐる会計の論理と料金政策の論理の阻齢を意味することは否めない。

しかし，本稿でのこれまでの考察に従うなら，かかる幽臨を生み出した責は旧

公社時代の誤った会計の論理に帰せられなくてはならない。とすれば，そうし

た誤った会計の論理から生み出された会計情報が新会社の今後の料金形成に組

み込まれて所得と負担の不公正な配分を拡大再生産することのないよう，過去

の誤った会計の論理の遺産としての会計情報にとらわれない，所得と負担の公

正な配分に配意した料金政策目独白の論理を貫くことが肝要であろう G そして，
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そのためには，さしたる論証も実証もないまま設備負担金を観念的に加入者地

出資本と理解してきた会計上の通説を清算し，設備負担金の本質が新規加入者

による料金外での〔割高な〉架設工事原価の一括事前補償(対価の前払い〕と

いう点にあったことを認識することが不可欠の要件となるであろう。この意味

で，わが国の電気通信事業における設備負担金の会計的性格をめくる理論上回

対立ならびに資本剰余金説に従った旧公社時代の設備負担金の会計処理の経済

的影響は旧公注目民有化をもって終息したわけではなく，新会社の今後の財

務・料金政策になおしばら〈は影を落し続けるであろう。また，設備負担金の

会計処理の経済的影響をこのように民有化後の新会社の財務・料金政策との関

わりにおいて追跡することは，企業再編成に係る会計基準，会計情報と利害関

係者の経済的厚生との緊張関係を鮮明に例証する意味からも有意義であろう。

〈本稿は昭和61年度文部省科学研究費一般研究 [C]にもとづく研究成果の一部であ

る。〕

前稿(第139巻第2・3号〕の訂正

2ベージ 5行目から 7行目

誤 「さもなければ旧企業の株主が失って，あるいは当該増価を旧企業が計上した累

積欠損の補棋に充てることによったはずの持分(払込資本，留保利益〕を温存す

る・」

正「あるいは当該増価を旧企業が計上した累積欠損の補填に充てることによって，

きもなければ旧企業の株主が失ったはずの持分〔払込資本，留保利益〕を温存す

る」


